
公益財団法人東京都医療保健協会 医療の質向上研究所 不正防止計画 

 

 公益財団法人東京都医療保健協会（以下、当財団という） 医療の質向上研究所（以下、

研究所という）は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」

（ 令和 3 年 2 月 1 日改正）に基づき、研究費等を適正に運営・管理するための具体的な対

策の最上位のものとして、次のとおり不正防止計画を策定する。 

項目 不正発生要因 不正使用防止計画 

機関内の責任体制に

ついて 

責任者の交代により

後任者が責任体制や

責任範囲について十

分な認識を持たな

い。 

最高管理責任者を当財団理事長とする。統

括管理責任者、その他の責任体制を明確に

するため、規程を制定する。 

【規程：研究費等の運営・管理に関する不正防止対

策の基本方針】 

規程の明確化・統一

化に向けた取り組み

状況について 

研究費等の使用規程

と運用が乖離する。 

 

研究者及び事務担当

の理解不足による規

程の誤認識、誤って

運用する。 

研究費等に関する規程を整備し、周知する。

事務局および不正防止計画推進委員が研究

員や事務員からの個別相談に対応し、研究

費等の規程に則った運用を推進する。 

倫理法令順守に関する教育の実施時に、研

究費の使用規程を説明する。 

職務権限の明確化 職務権限に応じた明

確な行動規範を示さ

ない。 

職務分掌規程、行動規範等を整備し、周知

する。 

【規程：研究費等の取扱いに関する職務分掌規程、

研究活動に関する行動規範】 

関係者の意識向上 研究費が公的資金に

よるものであり、機

関の管理が必要であ

るという原則につい

ての認識が低下す

る。 

倫理法令順守に関する教育を年 1 回以上実

施し、研究費等の使用規程等について周知

徹底をはかり、適切な研究費執行に努める。 

また、四半期に 1 回程度啓発活動を実施し、

不正を起こさせない組織風土を形成するた

めに、不正防止に向けた意識の向上と浸透

を図る。 

不正を発生させる要

因の把握と不正防止

計画の策定 

 

不正を発生させる要

因がどこにどのよう

な形で潜在している

のか把握しない。 

不正防止計画推進委員会が不正防止計画を

策定し、不正を発生させる要因を把握し、

対策を講じる。必要に応じて不正防止計画

を見直す。 

研究費の適正な運営・

管理活動 

予算執行状況を握把

握しない。年度末に

研究計画に則さない

予算を執行する。 

事務局経理係および統括管理責任者が予算

執行状況を監視する。統括管理責任者は、

研究者への予算執行状況を適切に伝達し、

適切な予算執行に努める。 



旅費の執行状況が把

握しない。 

旅費申請に際しては事前の｢出張許可申請

書｣、事後の｢出張報告書｣の提出を義務付け

る。内部監査手順に沿って、出張の証明と

なる資料の提出を求める。 

【規程：研究費等に係る監査取扱要項】 

人件費の執行状況を

把握しない。 

出勤/退勤時に打刻するカードリーダーの

打刻状況を確認することで、非常勤職員の

勤務実態を掌握し、適正な人事管理ならび

に人件費執行に努める。 

研究者と業者の関係

が密接になる。 

取引業者と研究者の癒着防止のため規定を

整備し、周知する。 

【規程： 取引先の研究費等の不正使用等の関与に

関する処分方針、研究活動ならびに研究費の取扱

いに関する懲戒規程】 

研究費の適正な運営・

管理活動 

発注・検収業務にお

いて研究者以外が確

認しない。 

研究員からの購入申請に基づき事務員が発

注し、事務員が検収した後、研究者へ物品

を納品する。換金性の高い物品等について

は、発注前に統括管理責任者の承認を受け

ることを義務付ける。 

情報の伝達を確保す

る体制の確立 

研究費等の使用に関

する研究所内外から

の相談、通報（告発）

を受け付ける窓口を

周知しない。 

外部への周知をはかるため、当財団ホーム

ページ上で窓口連絡先を公開する。 

内部への周知をはかるため、当財団内イン

トラネット上で窓口連絡先を開示する。ま

た、倫理法令順守に関する教育資料に窓口

連絡先を記載する。 

監査制度を整備しな

い。 

監査取扱要項を整備し、当財団内イントラ

ネット上で公開する。 

【規程：研究費等に係る監査取扱要項】 

平成 27 年 3 月 31 日制定 

平成 27 年 3 月 31 日施行 

平成 28 年 3 月 4 日改定 

令和 3 年 2 月 17 日改定 


